
 

 

          

 

令和７年 12月 25日  

行 政 経 営 課  

   
 

パブリック・コメントの実施について 
 
下記の案件について、県ホームページ等でパブリック・コメントを実施しますので、

お知らせします。 
 

記 
 
１ 案件名 

「愛媛県山村振興基本方針（案）」に対する意見の募集について 
 
２ 意見公募期間 

令和７年 12月 26日(金)～令和８年１月 26日(月)（郵送の場合は、当日消印有効） 
 
３ 意見の提出方法 

下記のいずれかの方法（住所、氏名、電話番号明記） 

（１）郵 送 〒790-8570 松山市一番町四丁目４－２ 

愛媛県 農林水産部 農政企画局 農政課あて  
 

 （２）ＦＡＸ 089-946-4584 

      愛媛県 農林水産部 農政企画局 農政課あて 
  
 （３）E－Mail nousei@pref.ehime.lg.jp 

件名に「愛媛県山村振興基本方針（案）に対する意見」と記載の

上、住所、氏名及び電話番号を明記して下さい。 
 
４ 計画案等の公表資料の閲覧場所 

県のホームページ上、県庁（農政課、行政経営課、県民総合相談プラザ）並びに

各地方局及び各支局（県民相談プラザ） 
 
５ 問い合わせ先 

【計画案の内容に関すること】 
愛媛県 農林水産部 農政企画局 農政課 ６次産業化推進グループ 
TEL：089-912-2514 FAX:089-946-4584 
 
【パブリック・コメント制度に関すること】 
愛媛県 総務部 総務管理局 行政経営課 行政改革グループ 

TEL：089-912-2226    
   

県ホームページＵＲＬ：https://www.pref.ehime.jp/page/7417.html 

 

※貴市町のホームページにリンクを貼って頂くとともに、管内配布の広報媒体等もご

活用を検討願います。 

mailto:nousei@pref.ehime.lg.jp
https://www.pref.ehime.jp/page/7417.html
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愛媛県山村振興基本方針（案）の概要 

 

Ⅰ 地域の概況 

１ 振興山村の概要 

   本県においては、山村振興法に基づき指定された振興山村を含む市町は、全 20 市町のう

ち 15 市町（松山市、今治市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、

東温市、久万高原町、砥部町、内子町、松野町、鬼北町、愛南町）となっている。 

２ 自然的条件 

急峻な地形で、日照時間に恵まれた温暖な気候である。 

３ 社会的経済的条件 

 ① 人口、社会・生活環境 

人口は減少しており、急速に高齢化が進んでおり、若年層も流出傾向にある。また、道

路、水道はさらなる整備が必要とされているほか、空き家も増加傾向にある。 

② 産業構造 

第一次産業が中心産業である。 

③ 交通・通信 

最寄りの人口集中地区までの距離は平均 20km である。携帯電話の利用をはじめ都市部

との間には情報通信環境に格差がある。 

④ 財政 

財政力指数が 0.50 未満の市町が多い。 

  ⑤ 自然災害の発生状況 

    平成 30 年 7 月に大洲市や西予市で豪雨災害が発生した。 

  ⑥ 医療、社会福祉 

    高齢化により医療、福祉サービスのニーズが増大しているが、無医地区やサービス提

供が十分でない地域がある。 

  ⑦ 教育 

    複式学級の増加や小中学校の統廃合が進んでおり、振興山村外の高等学校への進学率

も高まっている。 

  ⑧ 移住・交流 

    新規就農や林業就業を契機とした移住促進や関係人口・観光誘致の取組が進められて

いるが、人口減少の補完には至っていない。 

  ⑨ 就業者 

    県平均に比べ所得が低く、第一次産業従事者の割合が高い。 

  ⑩ 自然環境や景観の保全 

    振興山村の豊かな自然と景観は多面的機能の発揮や交流促進に資し、維持管理の取組

が進められている。 

  

Ⅱ Ⅰを踏まえた振興山村の課題とこれまでの山村振興対策の実施状況 

１ 山村振興対策の実施状況 

  本県の振興山村は昭和 40 年代に指定され、これまで７期にわたり各種振興対策が実施さ

れてきた。 

２ 山村振興の現状と評価と今後の課題 

若年層を中心とする人口の流失と少子化・高齢化の進行に伴う山村の活力の低下、担い
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手不足により、国土・自然環境の保全等山村が担っている重要な役割が十分発揮されない

状況である。 

今後は、格差是正という視点に加え、自然環境の保全に配慮しつつ、産業基盤や生活環

境の整備を推進するとともに、山村の特色ある地域資源を活用した所得向上、雇用確保、

住民福祉の向上に取り組むことが重要である。 

 

Ⅲ 振興の基本方針及び振興施策 

①  振興山村の振興の意義及び方向 

本県の山村地域は多様な公益的役割を担う一方で、担い手不足や高齢化が進むため、自然

環境に配慮した基盤整備や地域資源を生かした産業・福祉の充実により、自立的発展と活性

化を図る。 

②  交通施策 

山村の重要な道路や交通・物流基盤を地域の実情に応じて計画的に整備し、生活と産業を

支える持続的な移動環境の確保を図る。 

③  情報通信施策 

通信基盤整備により地域社会のデジタル化と情報流通の高度化を推進する。 

④  産業基盤施策 

農林水産業の活力低下に対応し、その振興と多面的機能を支える農地・森林等の基盤整備

を推進する。 

⑤  産業振興施策 

農林水産業の収益性低下と担い手不足に対応し、生産から販売までの総合支援や地域資源

活用、鳥獣被害対策、再エネ推進、森林整備等を通じて、山村の産業振興と持続可能な発展

を図る。 

⑥  防災に係る施策 

振興山村の重要な役割と災害リスクを踏まえ、住民の安全確保と地域機能の維持のため、

土砂災害対策や河川・道路等の防災・減災整備、災害応急体制の強化を総合的に進める。 

⑦  医療の確保に係る施策 

無医地区及び医療提供に支障のある地区があるため、診療所設置・巡回診療・遠隔医療・

医療機関協力体制の整備等により地域医療の充実を図る。 

⑧  社会福祉施策（子育て環境の確保に関する施策を含む。） 

高齢化が進む山村で住民が安心して暮らせるよう、介護予防や介護サービス体制の充実と

負担軽減を進めるとともに、人口流出抑制のため、子育て環境の整備を図る。 

⑨  文教施策 

児童減少が進む山村で教育環境を向上させるため、施設整備やＩＣＴ活用、通学支援を進

めるとともに、伝統文化の保存・継承や自然体験の機会づくりを推進する。 

⑩  社会、生活環境施策（集落整備施策を含む。） 

山村の生活環境向上のため、住環境や生活インフラ整備を進めるとともに、地域活動支援

やＲＭＯ形成、集落再編、鳥獣被害防止等の地域維持に必要な取組を推進する。 

⑪  移住・交流施策 

山村への移住・定住や二地域居住、地域間交流を促進し、交流施設整備や人材育成等を通

じて地域の担い手の確保と山村活性化を図る。 

⑫  担い手施策（労働条件の改善に関する施策を含む。） 

地域産業の維持と活性化のため、中核的な担い手や新規就業者の確保・育成を進めるとと

もに、高齢者が働きやすい環境整備を促し、農林水産業を支える人材確保を図る。 
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⑬  自然環境の保全及び再生に係る施策 

豊かな自然環境を有し、国土保全や水源涵養などの重要な機能を担う山村の振興に向け、

自然環境と景観の保全・再生に配慮しながら地域の魅力を維持する。 

⑭  その他 

人口減少・高齢化で低下する山村の活力回復のため、住民・ＮＰＯ・行政協働の地域づく

りを支援する。 

 

Ⅳ 他の地域振興等に関する計画、施策等との関連 

愛媛県総合計画～未来につなぐ えひめチャレンジプラン～のほか、過疎地域持続的発展

方針などの計画等との整合を図りながら推進する。 

 


